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財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を実施しました

ので、同条第９項の規定により、その結果を報告します。 
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令和２年度(2020)出雲市財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

財政援助団体等監査（地方自治法第 199条第 7項） 

 

２ 監査の対象 

   令和元年度における補助事業の運営状況、会計処理状況、補助金交付状況等 

   【監査対象団体及び所管課、監査対象補助金】 

    出雲地区防犯協会 及び 防災安全部防災安全課 

    令和元年度出雲地区防犯協会活動費補助金 

 

３ 監査の着眼点 

 〔団体側〕 

（１）補助の目的等 

ア 補助対象事業及び予算計画は適正であり、合致しているか。 

イ 計画と実施内容が相違していないか。 

ウ 補助条件の履行は完全になされており、補助の効果は十分に達せられてい 

るか。 

（２）会計経理等 

ア 交付された補助金は適正に受け入れられているか。 

イ 補助対象事業は、その目的に沿って効率的かつ堅実に執行されているか。 

ウ 補助金を他に流用し又は不正に使用していないか。 

エ 帳簿その他証拠書類は確実に整理されているか。 

〔所管課側〕 

（１）補助の決定等 

ア 法令、規則等に違反して補助していないか。 

イ 公益上必要がないと認められるものに対して補助していないか。 

ウ 社会情勢の変動等により補助の必要性が軽減しているものに対して、打切 

り、軽減等の措置がとられているか。 

（２）補助金額等 

ア 補助金が適正に算定され、かつ、目的からみて適正であるか。 

イ 交付の時期、概算払、前金払等の交付方法は適正であるか。 

ウ 補助対象事業の変更等に伴う補助金額の変更等は適切に行われているか。 

エ 補助金額の確定に当たり、実績報告書等の審査は適切に行われているか。 

オ 団体への指導監督は適切に行われているか。 
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４ 監査の主な実施内容 

出雲市監査基準に準拠したうえで、監査の着眼点に基づき、監査対象団体及び所

管課に対し監査調書及び関係書類の提出を求め、事務調査及び実地監査を行い、ま

た、関係職員からの事情聴取を行った。 

 

５ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所  出雲市監査委員事務局 

（２）日  程  令和 2年 12月 2日から令和 3年 3月 24日まで 

 

６ 監査を執行した監査委員名 

出雲市識見監査委員 周 藤   滋 

出雲市識見監査委員 神 門 三千夫 

出雲市議選監査委員 板 垣 成 二 
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第２ 監査対象事業の概要 

出雲地区防犯協会＜出雲市塩冶有原町２丁目１９番地＞ 

（１）補助事業［出雲地区防犯協会活動費補助金］ 

住民が平穏で安全な生活を営むことができるよう諸対策を推進する事業 

① 会議費 

② 地域安全推進員運営事業 

 地域安全推進指導員等の活動助成、広報啓発 

③ 沿岸協力会運営事業 

 磯釣り事故防止・密航防止広報資料の配付、沿岸協力会ホームページ更新等 

④ 広報啓発事業 

     暴力追放対策助成、「あいあいニュース」作成、特殊詐欺被害防止対策、万引き防

止・鍵掛け広報啓発、１１０番広報啓発、「少年補導いずも」発行等 

⑤ 他団体育成助成事業 

   青パト隊地区活動、青少年健全育成対策、子どもと女性の安全対策、関連団体活動

支援、地域安全活動支援 

⑥ 事務費 

 職員人件費ほか 

 

  

補助対象事業ごとの決算額 （単位：円）

補助対象事業 決算額

①会議費 86,799

②地域安全推進員運営事業費 2,251,970

③沿岸協力会運営事業費 135,000

④広報啓発事業費 1,104,703

⑤他団体育成助成事業費 2,678,335

⑥事務費 3,993,805

合　　　計 10,250,612
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（２）補助事業の収支 

収　入 （単位：円）

摘　　　　　要

出雲市補助金

社会保険被保険者負担金、雇用保険被保険者負担金、預金利息

科　　　目 決算額

(1) 補 助 金 9,900,000

(2) 雑 収 入 350,612

　合　　計 10,250,612
                                   

支　出 （単位：円）

補助対象事業

通 信 費 文書等発送郵便別納料、切手、ハガキ代 77,076 会議費

諸 謝 金 ①地域安全推進指導員（12名） 240,000

②地域安全推進委員（34名） 510,000

③地域安全推進員（198名） 990,000

④沿岸協力会員（27名） 135,000 沿岸協力会運営事業費

表 彰 費 賞状用紙、記念品額縁、副賞用図書カード 38,134 事務費

負 担 金 令和元年度島根県防犯連合会負担金 200,000 広報啓発事業費

助 成 金 ①　地域安全推進員地区活動費（244名） 488,000 地域安全推進員運営事業費

②　青パト隊地区活動助成金（678台） 1,356,000

③　青パト装備品等助成 669,073

④　青少年健全育成対策助成 94,262

⑤　子どもと女性の安全対策助成 484,000

⑥　暴力追放対策助成　 50,000 広報啓発事業費

⑦　関連団体活動支援助成 25,000

⑧　地域安全活動支援 50,000

燃 料 費 ガソリン代 59,952 事務費

広報啓 発費 ①　あいあいニュース作成費 394,507

②　特殊詐欺被害防止対策費 179,158

③　万引き防止・鍵掛け広報啓発費 187,140

④　防犯手帳 23,970 地域安全推進員運営事業費

⑤　防犯カレンダー 8,000

⑥　１１０番広報啓発費 45,898

⑦　少年補導いずも発行費 40,000

食 糧 費 会議お茶代　 9,723 会議費

      給 料 職員給料、通勤費 2,256,000

　 共 済 費 社会保険料　労働保険料 779,973

　　　消 耗 品 費 事務用消耗品 45,853

水道光 熱費 事務局光熱水費負担金 27,797

　　 通 信 費 電話料、通信料 204,903

　 保 険 料 地域安全推進員保険料、沿岸協力員保険料、 車両任意保険料 120,066

　 賃 借 料 庁舎使用料、車両使用料等 290,570

　　 渉 外 費 社会保険協会会費 4,200

　  雑 費 備品購入等 166,357

科　　　目 決算額 摘　　　　　要

地域安全推進員運営事業費

(1) 活 動 費 6,345,170

77,076

38,134

1,875,000

他団体育成助成事業費

他団体育成助成事業費

200,000

3,216,335

59,952

878,673 広報啓発事業費

広報啓発事業費

9,723

2,256,000

(2) 管 理 費 3,905,442

204,903

120,066

事務費

779,973

45,853

27,797

　合　　計 10,250,612

290,570

4,200

166,357

収支差引：0円 

 

 



- 5 - 

 

第３ 監査の結果 

概要 

監査対象団体及び所管課の財務事務の執行については、おおむね適正に処理されてい

たが、一部において不適正な事案があった。 

監査の結果、改善を要する事項は次のとおりである。 

 

指摘事項 

［団体、所管課］ 

今回の監査の範囲において、指摘する事項は認められなかった。 

 

注意事項 

［団 体］ 

補助金に係る交付申請、実績報告、交付請求のための文書の決裁が適切に行われてい

なかった。 

 

［所管課］ 

 今回の監査の範囲において、注意する事項は認められなかった。 

 

※指摘事項  

速やかに是正又は改善等を要する事項で、次に該当するものである。なお、指摘事項は、法に基

づき報告及び公表をするものであり、適時措置状況の報告をするよう求める。 

  １ 法令（条例、規則その他の例規を含む。）に違反したもの又は不当なもので、重大なもの 

  ２ 著しく妥当性を欠くもの 

  ３ 著しく不経済又は非効率なもの 

※注意事項 

 指摘に至らない比較的軽易なもの 

 

 

第４ 監査の結果に基づく監査意見 

（１）出雲地区防犯協会に関する事項 

① 適切な文書の整備・保管について 

  補助金申請から実績報告の一連の事務に係る決裁文書が作成されておらず、団体と

しての意思決定が確認できなかった。 

  補助金手続に係る意思決定や事業実施に係る支出の根拠を明確にするため、補助事

業執行の証拠書類としての適切な文書の整備・保管を行っていただきたい。 

 

② 審査体制の充実について 

会計経理全般を事務局長が一人で担っている状況であり、事務処理誤りを予防する

観点から、役員も含めた複数人による確認など、効率的な組織運用を図りながら、審

査体制の充実に努めていただきたい。 
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③ 地域安全推進員等の不足解消に向けた対策について 

地域安全推進員や防犯ボランティアの担い手不足が課題となっており、今後も継続

して、交番・駐在所、各コミュニティセンターに働きかけての勧誘などの対策を進め

ていただきたい。 

さらに、市とも連携のうえ、ホームページなどの広報媒体の充実を図り、活動状況

の積極的な情報発信により、新たな人材確保に努めていただきたい。 

 

（２）防災安全部防災安全課に関する事項 

① リスク管理に対する助言について 

 補助金所管課として、出雲地区防犯協会の会計経理全般などに係るリスク管理につ

いて、適宜、助言を行われたい。 


